
 1 

令和５年２月１７日（金曜日） 午前９時３０分 開会 

 

１．議事日程 

 

日程第１ 会議録署名議員の指名について 

   日程第２ 会期の決定について 

   日程第３ 令和５年度半田常滑看護専門学校管理組合予算 

   日程第４ 半田常滑看護専門学校管理組合個人情報保護条例を廃止する 

 等の条例について 

   日程第５ 半田常滑看護専門学校管理組合自己情報開示請求手数料に関 

する条例の制定について 

 

２．出席議員は次のとおりである（８名） 

 

   １番   稲  葉  民  治 

   ２番   加  藤  代 史 子 

   ３番   盛  田  克  己 

   ４番   渡  邉  十 三 香 

   ５番   鈴  木  幸  彦 

   ６番   山  本  半  治 

   ７番   中  村  和  也 

   ８番   加  藤  美  幸 

 

３．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名 

 

   管 理 者  半田市長   久  世  孝  宏 

   副 管 理 者  常滑市長   伊  藤  辰  矢 

   常 滑 市 福 祉 部 長         中  野  旬  三 

   半 田 市 福 祉 部 長         竹  部  益  世 

   常滑市民病院事務局長         小  羽  正  昭 

   市立半田病院事務局長         竹  内  甲  司 

   会 計 管 理 者         早  川  直  樹 

   半田常滑看護専門学校  校  長   渡  邉  和  彦 

   半田常滑看護専門学校  副 校 長   竹  内  珠  枝 

   半田常滑看護専門学校  事 務 長   大  嶽  浩  幸 

   半田常滑看護専門学校  副 主 幹    山  田  茂  樹 

   半田常滑看護専門学校  主  査   有  松  洋  子 
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○議長（鈴木幸彦議員） 

おはようございます。ただいまから令和5年第1回半田常滑看護専門学校管理組

合議会定例会を開会します。 

 ただいまの出席議員は8名です。 

 定足数に達しておりますので、直ちに会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元にお配りしたとおりでございます。 

 議事日程に入ります前に、管理者より挨拶の申し出がありましたので、これ 

を許します。  

 

○管理者（半田市長 久世孝宏） 

 皆さまおはようございます。本日は、令和5年第1回半田常滑看護専門学校管理

組合議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にはご多用のところ、ご出

席を賜り、誠にありがとうございます。また、日頃から当組合の運営に対しまし

て、多大なるご協力を賜り感謝申し上げます。それでは、提出いたしました議案

のご審議に先立ち、本校の近況につきまして、ご報告をさせていただきます。 

はじめに、令和5年度入学生の一般入試結果について、お知らせいたします。

今年は、本試験は1月16日に、追試験は1月30日の日程で実施し、2月3日に合格者

を発表しました。志願者数は95人で、前年よりも13人少なく、現役生の志願者減

少が影響しました。正規合格者はあらかじめ、辞退者を見込んで前年よりも若干

少ない33人とし、同時に補欠合格候補者は29人としました。一般試験に合格し、

今日時点で入学手続きを終えた者は8人、入学手続未了者は11人となっていま

す。入学手続完了者が入学定員を下回った場合には、直ちに繰り上げ合格を行い

ます。次に、今週の12日には、看護師国家試験が愛知大学で実施され、本校学生

30人は元気に全員無事受験することができました。学生たちの3年間はコロナ禍

というこれまでにない状況下にあり、最後まで大変だったと思いますが、今年も

全員の合格を祈るとともに、来月24日の合格発表を楽しみに待ちたいと思いま

す。次に、今後の行事予定といたしまして、3月3日に卒業式を、4月4日に入学式

を挙行いたします。卒業式につきましては、新型コロナ感染予防のため、ご来賓

の皆様の出席につきましては、見合わせることにいたしました。一方、入学式に

つきましては、感染対策の動向を踏まえ、慎重に判断してまいりますので、何卒

ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

以上で、報告を終わりますが、結びに、本定例会に提出をいたしました議案

は、令和5年度予算案件と条例案件の合計3件でございます。よろしくご審議の

上、ご議決賜りますようお願い申し上げ、挨拶とさせていただきます。どうぞよ

ろしくお願いいたします。 

 

○議長（鈴木幸彦議員） 

これより 議事に入ります。 

 『日程第1』会議録署名議員の指名についてを行います。 

 会議録署名議員は議長において、3番盛田克己議員、7番中村和也議員を指名し
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ます。 

 

○議長（鈴木幸彦議員） 

『日程第2』会期の決定についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日1日としたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

    

     【異議なしの声あり】 

 

ご異議なしと認めます。 

 よって会期は、本日1日と決定しました。 

 

○議長（鈴木幸彦議員） 

『日程第3』議案第1号を議題とします。 

 当局の提案説明を求めます。 

 

○事務長（大嶽浩幸）  

 ただいまご上程いただきました議案第1号、令和5年度半田常滑看護専門学校管

理組合予算についてご説明申し上げます。議案書1ページをお願いいたします。 

令和5年度半田常滑看護専門学校管理組合の予算は、次に定めるところにより

ます。 

第1条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億6,911万3千円と定めま

す。第2項として、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第1表 

歳入歳出予算によります。予算の主な内容につきまして、事項別明細書により歳

入からご説明いたします。別冊の令和5年度予算書9、10ページをお願いいたしま

す。1款1項1目分担金は、構成両市からの負担金として、歳入全体の約81％を占

める1億3,757万7千円を計上しております。内訳としましては、説明欄に記載の

とおり、半田市が9,630万4千円、常滑市が4,127万3千円とし、前年度から24万7

千円を増額するものであります。2款使用料及び手数料、1項1目使用料、69万7千

円は、職員駐車場使用料などであります。2項1目手数料、2,774万円は、学生数

の増加見込みによる授業料収入の増を主な要因とし、前年度から55万3千円を増

額するものであります。3款1項1目財産収入は、自動販売機設置に係る貸付料等

で、契約の更新に伴い42万円を計上しております。4款1項1目繰越金は、前年度

と同額の250万円であります。5款諸収入、1項1目雑入は、学生へのコピーカード

の売上等として、17万9千円を見込んでおります。以上、歳入合計は1億6,911万3

千円であります。 

次に、歳出につきましてご説明いたします。予算書11、12ページをお願いいた

します。1款1項1目議会費32万2千円は、組合議員の報酬であります。2款学校費

は款における歳出額が全体の約99.2％を占めており、1目学校運営費は、管理者
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報酬や職員給与費等のほか、本校の運営管理に要する費用で1億6,774万円を計上

しております。内訳としまして、１節報酬525万9千円は、正副管理者の報酬のほ

か、会計年度任用職員3名分の人件費であります。2節給料5,004万4千円、3節職

員手当等3,305万円、4節共済費1,764万7千円は、教員9名、事務職員3名の合計12

名分の人件費であります。7節報償費563万6千円は、外部講師謝礼、入学試験問

題作成および採点謝礼であります。予算書13、14ページをお願いいたします。8

節旅費178万9千円は、外部講師の通勤費用に係る費用弁償および教員研修旅費で

あります。9節交際費1万8千円は、慶弔費であります。10節需用費1,361万1千円

は、事務用消耗品費や物価高騰による光熱水費増のほか、修繕計画に基づく修繕

料を計上しております。11節役務費79万6千円は、電話料や郵便料であります。

12節委託料1,333万3千円は、空調や清掃、各種点検等に伴う委託料のほか、ハラ

スメント防止研修委託料であります。予算書15、16ページをお願いいたします。

13節使用料及び賃借料558万円は、校務用パソコンやコピー機などのリースに伴

う借上料であります。17節備品購入費119万3千円は、教育用備品購入費として、

実践的な看護技術の演習を行うためＣＰＳ実習装置ユニットの新設や実習用新生

児モデル人形を更新するものであります。18節負担金、補助及び交付金1,967万8

千円は、半田市からの派遣職員3名分に係る給与、共済費等相当額を負担するも

のであります。22節償還金、利子及び割引料10万1千円は、高等教育修学支援新

制度による入学金減免分の還付を見込んでおります。26節公課費5千円は、車検

に伴う重量税であります。2款学校費、2項1目監査委員費5万1千円は、監査委員

の報酬であります。続いて、17、18ページをお願いいたします。3款予備費は、

年度途中の緊急的な支出に備えるため、前年度同様100万円を計上しておりま

す。以上、歳出合計は歳入合計と同額の1億6,911万3千円で、収支の均衡を図っ

ております。 

以上で説明を終わりますが、補足資料として、19ページ以降に給与費明細書を

添付いたしておりますので、よろしくご審議いただきますようお願い申し上げま

す。 

 

○議長（鈴木幸彦議員） 

 説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。 

 

【なしとの声あり】 

 

 ないようですので、ご質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。これよ

り討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありませんので討論を省

略し、採決します。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

   【異議なしの声あり】 
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 ご異議なしと認めます。 

よって、議案第1号は原案のとおり可決しました。 

 

○議長（鈴木幸彦議員） 

『日程第4』議案第2号を議題とします。 

 当局の提案説明を求めます。 

 

○事務長（大嶽浩幸） 

 ただいまご上程いただきました議案第2号、半田常滑看護専門学校管理組合個

人情報保護条例を廃止する等の条例について、ご説明申し上げます。議案書3ペ

ージをお願いいたします。 

本案は、国の個人情報の保護に関する法律が改正されたことにより、従来、地

方公共団体ごとに条例等で規定していた個人情報の取扱いについて、令和5年4月

1日以後は、改正法に基づく統一ルールになることに伴い、現行の半田常滑看護

専門学校管理組合個人情報保護条例の廃止を行うとともに、必要な規定の整理を

行うものであります。条文について申し上げます。 

第1条は、個人情報の保護に関する法律が地方公共団体等の機関に直接適用さ

れることに伴い、半田常滑看護専門学校管理組合個人情報保護条例を廃止しよう

とするものであります。第2条は、改正法の規定に基づき、半田常滑看護専門学

校管理組合情報公開及び個人情報保護審査会条例の一部を改正するものでありま

す。同条例の改正内容として、第2条においては、半田常滑看護専門学校管理組

合個人情報保護条例を個人情報の保護に関する法律に改める字句の修正を行い、

第3条においては、審査会の調査審議事項を情報公開と区別し、個人情報保護に

係る審査会の調査権限を、個人情報保護法に基づく開示決定等に係る審査請求の

諮問事項へ限定し、他の権限を削除する整理を行い、第6条においては、半田常

滑看護専門学校管理組合個人情報保護条例第38条第1項を法第105条第1項に改め

る字句の修正を行うものであります。附則としまして、この条例は、令和5年4月

1日から施行したいとするものであります。 

以上で説明を終わります。よろしくご審議いただきますようお願い申し上げま

す。 

 

○議長（鈴木幸彦議員） 

 説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。 

 

    【なしとの声あり】 

 

これで質疑を終わります。 

これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありませんので
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討論を省略し、採決します。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

   【異議なしの声あり】 

 

 ご異議なしと認めます。 

よって、議案第2号は原案のとおり可決しました。 

 

○議長（鈴木幸彦議員） 

『日程第5』議案第3号を議題とします。 

 当局の提案説明を求めます。 

 

○事務長（大嶽浩幸） 

 ただいまご上程いただきました議案第3号、半田常滑看護専門学校管理組合自

己情報開示請求手数料に関する条例の制定について、ご説明申し上げます。議案

書5ページをお願いいたします。 

本案は、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、自己情報開示請求手数料

については、条例で定めるところにより、納めなければならない旨規定されてお

り、手数料とともに開示請求に係る費用負担について定めるものであります。具

体的には、半田市手数料条例の別表第1、37の項、自己情報開示請求手数料に関

する規定を準用し、当組合におきましても手数料は無料とし、写しの作成及び送

付に要する費用の負担のみを求めるものであります。条文について申し上げま

す。半田常滑看護専門学校管理組合自己情報開示請求手数料に関する条例につい

ては、半田市手数料条例の自己情報開示請求手数料に関する規定を準用したいと

するものであります。附則としまして、この条例は、令和5年4月1日から施行し

たいとするものであります。以上で説明を終わります。よろしくご審議いただき

ますようお願い申し上げます。 

 

○議長（鈴木幸彦議員） 

 説明は終わりました。 

 これより質疑に入ります。ご質疑ありませんか。 

 

    【なしとの声あり】 

 

ご質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これより討論に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありませんので

討論を省略し、採決します。 

本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

   【異議なしの声あり】 
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 ご異議なしと認めます。 

よって、議案第3号は原案のとおり可決しました。 

 

以上で本定例会に付議された事件はすべて終了しました。 

これにて、令和5年第1回半田常滑看護専門学校管理組合議会定例会を閉会し

ます。 

 

 ９時４５分 閉会 


